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会  議  録 

会議の名称 第１回白岡市参画と協働のまちづくり審議会 

開催日 平成２７年６月２９日（月） 

開催時間 午後３時５８分 から 午後７時２５分 まで 

開催場所 白岡市役所 庁舎４階 会議室４０４ 

会長の氏名 内山欣春 

出席者（出席 

委員）の氏名・

出席者数 

渡部 勲、神田芳晃、嶋津哲夫、五十嵐泰子、南 宣男、東川 勲、

長谷川 博、内山欣春、弓木和子、池澤照江 

１０人 

欠席者（欠席 

委員）の氏名・

欠席者数 

なし 

説明員の職・ 

氏名 

市民生活部 部長 野口仁史 

地域振興課 課長 河野 彰 

地域振興課 課長補佐 大谷昌司 

地域振興課 主査 市民協働担当 内田英俊 

地域振興課 主任 市民協働担当 森島直希 

事務局職員の

職・氏名 

市民生活部 部長 野口仁史 

地域振興課 課長 河野 彰 

地域振興課 課長補佐 大谷昌司 

地域振興課 主査 市民協働担当 内田英俊 

地域振興課 主任 市民協働担当 森島直希 

その他会議出席

者の職・氏名 

市長 小島 卓 

 

傍聴者 ４人 

会議次第 

１ 開会 

２ 委嘱書の交付 

３ 市長挨拶 

４ 委員自己紹介及び市職員紹介 

５ 会議運営要領について 

６ 会議事項 

⑴ 会長及び副会長の選出について 
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⑵ 諮問書について 

⑶ これまでの経緯・関係条例等について 

⑷ 今後のスケジュールについて 

⑸ 各委員からの意見について 

⑹ その他 

７ 閉会 

配布資料 

会議次第 

白岡市参画と協働のまちづくり審議会条例 

資料１ 白岡市参画と協働のまちづくり審議会 会議運営要領 

資料２ 会長、副会長の選出について 

資料３ 諮問書（写） 

資料４ 自治基本条例及び関係条例等に関するこれまでの経緯 

資料５ 白岡市自治基本条例（条文及び内容説明） 

資料６ 白岡市住民投票条例の手引き 

資料７ 白岡市市民参画条例の手引き 

資料８ 白岡市参画と協働のまちづくり市民提案制度の概要 

資料９ 白岡市参画と協働のまりづくりサポーター登録制度 

資料１０ 白岡市参画と協働の市民活動掲示板について 

資料１１ 白岡市参画と協働のまちづくり審議会のスケジュール（案） 
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議   事   の   経   過 

発 言 者 議  題 ・ 発言内容 ・ 決定事項 

 

事務局 

 

 

小島市長 

 

 

小島市長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

Ａ委員 

 

 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

１ 開会 

河野地域振興課長の進行により会議が開会した。 

 

２ 委嘱書の交付 

  小島市長から委員に委嘱書の交付が行われた。 

 

３ 市長挨拶 

  小島市長から挨拶が行われた。 

 

４ 自己紹介及び市職員紹介 

  各委員が自己紹介した後、河野地域振興課長から事務局職員が紹

介された。 

 

５ 会議運営要領について 

  河野地域振興課長から会議運営要領の説明がなされた。 

（質疑） 

すいません。私が前に参加させていただいていた自治基本条例市

民推進会議では、すべて実名で公開されていたが、私の記憶違いで

しょうか。 

 

会議録は、すべて実名で作りますが、インターネット等で公開す

る際には、ほとんどの審議会がＡ委員、Ｂ委員としており誰がどの

ような発言をしたか、つながらない形で公開しています。 

 

基本としては、公の会議であり、委員は責任を持って発言すべき

だと思うし、公開されること自体は、私自身は何ら思わない。要領

自体会議のあれなので、この会議の参加者が話し合って進めていか

なければならないということだと思っている。話し合って改めるな

ら改めれば良いと考えています。 
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仮議長（河野地

域振興課長） 

 

Ａ委員 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

 

 

 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

 

Ａ委員 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

Ｃ委員 

会長が決まった際に会議を始める際にどういう形ですすめるかを

話し合うということでどうでしょうか。 

 

そうですね。 

 

差し当たりこの会議運営要領で進めさせていただくということで

よろしいでしょうか。 

 

～傍聴人入場～ 

 

よろしいですか。ここに書いてはいないのですが、原則公開とい

うことで問題ないと思うのですが、会議の傍聴人にも同じ資料を配

布するということを付け加えていただきたい。 

 

そのへんもね。傍聴人に公開したくないというものがあれば、あ

るいはそういう意見があれば、我々話し合って委員の間の合意に基

づいて進めていけばいいと思うんです。基本はやはり、お手元にあ

るものは配布したほうがよいのではないでしょうか。 

 

本日もそういった形でお配りしております。個別に会議運営要領

を定めていますが、標準的な形も今後、議論するなりしていければ

と考えております。 

 

６ 会議事項 

⑴ 会長及び副会長の選出 

会長は、委員の互選により選出されると規定されてございま

す。御意見等がございましたら、挙手の上発言をお願いします。 

 

よろしいですか。会長としてＢさんを推薦したいと思います。 

 

その他にございますでしょうか。 

 

８番のＨさんを推薦したいと思います。元自治基本条例の会長
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仮議長（河野地

域振興課長） 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

をやっていただいていたので、その辺を踏まえてやっていただけ

たらいいのかなと思っています。 

 

他にございますでしょうか 

 

私の方も推薦理由よろしいでしょうか。理由については、先ほ

ど、ＣさんがＨさんを御推薦された理由とほぼ同じ経歴をＢさん

もお持ちですので、その点については特にそん色ないものと思い

ます。それと合わせてですね、この審議会の主たる審議事項の中

に自治基本条例の検証ということがあります。検証する審議会と

いう建前から考えますと、私が考えますのは市の推薦による委員

さんを会長にするのは建前論からするとちょっとおかしいのでは

ないかと感じます。やはり、公募委員を会長の席に置くのが、こ

の組織としては正しいのではないかと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 

一般的に公募の委員さんにおいては、御自身の意見がおありに

なるので公募される方が多いと思います。そういった点から考え

ますと、会長さんは、まとめ役という形になりますので、御自身

の意見だけを会長さんが言っているよりは、会の推薦の方でもそ

ん色がないのではないかと私は考えます。 

 

意見というよりは、世の中のことというのはですね、その方の

出身だとか背景だとかそういったことを含めて一般市民がちゃん

と納得するかが一番大事な点でございますので、やはり我々の後

ろには市民がいる訳なんでね、市民がこういった審議会でどうい

う人が選ばれて、そこで何が決まったか、誰が会長でやってたの

か、きちんと見える訳ですから、そういった意味で私は申し上げ

ているのであって、Ｂさんの意見を云々ということではありませ

ん。そういうことです。 

 

どなたが会長さんやっても、皆さん同じ委員なんで、いろいろ

御意見を出す会議だとは思っております。それで、ただＨさんは、
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Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

 

Ｄ委員 

 

 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

元自治基本条例の会長さんをやっていたということで、みんなの

まとめ役ということで皆さんそれぞれ意見は出し合うということ

なんで、どなたがやってもと思うんですけれども、Ｈさんにやっ

ていただいて、より良い会にしていけたらと思うんですけれども、

どうでしょうか皆さん。 

 

これ審議要領なんですけどね、審議会なんで多数決、決を採る

という問題でもないと思うんですけど、実際問題、決を採らなけ

ればならない場面もある訳なんで、ただ基本的には全会一致が好

ましいと思うし、もし、違った意見があれば、それぞれの意見を

並べて多数は小を制するというそういった感じで、要はこの場は

すべて市民に公開しなければいけない。我々内々だけで決められ

るものではないということを委員の皆さんには胆に銘じていただ

きたい。今回、これで決を採るべきかということがあるが、どう

なんですか。要領には書いてありませんが。 

 

逆に公募で手を上げていただきましたので、Ｂさんはいかがで

しょうか。会長ということになりますと、まとめ役という方が。 

 

皆さんのお話を聞いてね、事務局から言われているように公募

されて来ているのですから、いろいろと御意見を多くもってい

らっしゃると思うんでね、会長というのは、会をまとめる総括と

いいますか、自分の意見をあまり言えないんじゃないかなという

感じがするんですよね。 

 

必ずしもそうではないと思うんですよね。自治基本条例の市民

推進会議においては会長さんも結構、御発言なされておりました

し、やはり会長は黙って、ただ、いわゆる議会の議長のようなの

ではなくて、実際、討論の中に入ってですね、最終的には取りま

とめていくということはありますけれども、意見の陳述において

はなんら制約されることはなかったですし、３０回近く我々やっ

てきましたけれど、そういう自由な雰囲気の中で、当然意見の違

いもありましたし、事務局との考えが違うこともありましたし、
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仮議長（河野地

域振興課長） 

Ｅ委員 

 

 

Ａ委員 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いろいろありましたけど、それはそれで意味のあったことだと思

いますし、プロセスが非常に大事だといいますか、そういう中で

内容をつめていったということです。少なくともこれからは予定

調和みたいなことは止めてほしいなと。審議会で。あらかじめ結

果が分かっていることをみんなで決めましょうというのは良くな

いですよ。 

 

他に御意見ございますでしょうか。 

 

今のお話、聞いてて、まとめる中でいけば、Ｈさんを正にして、

Ｂさんを副、というのはどうかと思うんですが。 

 

それは逆じゃないの。 

 

他に御意見ございますでしょうか 

 

私ばかり意見言って申し訳ないんですけど、元々ですね、この

審議会の構成は、公募が半分、５名ってことになってたんですよ。

５名、２月の広報でですね、５名の募集を行ったんですね。とこ

ろが、３名応募した。結果、その内の１名の方が落っことされて、

市議会議員になっちゃったんで、これは降りたということなんで

すね。で、２名。 

これはいいんですけど、私、この条例つくるときのパブコメに

ですね、こういう参画と協働のまちづくりを主体的に行う審議会

の委員というのは本来、公募委員を、せめて半分は公募委員で占

めるべきだとパブコメで出したわけですよ。それを踏まえてだと

思いますけど、元々の募集では５名なってたんですけど、結果２

名、でそれが、３月の話ですから、それから３か月、４か月経過

する中で、なぜ再募集するなり５名にできなかったのか、大変疑

問なところでして、そういう経緯を知っている人もいれば、知ら

ない人もいますけど、そういう経緯を踏まえて市の推薦委員が１

０名のうちに８名も占めてるという、こういう審議会の実態とい

うものに市民も大変疑問に思っているところがある訳ですよ。 
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仮議長（河野地

域振興課長） 

 

事務局（野口部

長） 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

 

これは、参画と協働のまちづくりは市民主体でなければならな

いから、市が推薦した委員が過半どころか大半を占める審議会の

あり方とか、そこで決められたことがどうなのかという疑問がで

るところなんですよ。その辺も踏まえて、会長人事というのは、

ある意味大事だと思うんですよ。 

 

もし、御意見ございましたら、他の委員さんからいかがでしょ

うか。 

 

私の方からの発言で恐縮なんですけれども、審議会条例を見ま

すと、会長・副会長、委員の皆様の互選ということで、Ａさんか

らいただきましたし、Ｃさんからもいただいているということで、

正にこの審議会というのが、これからの白岡のまちづくりを進め

る住民が主体であるいうところでありますので、御意見もっとも

であろうと思います。あくまでも、皆さんの互選でありますので、

いろいろと御意見だしていただいて、皆さんの総意の下で会長さ

んが決まるような形、是非、お願いしたいと思います。 

 

すいません。私、よく分からないようで生意気言うんですけれ

ど、やはり、ここで決まらなかったら前に進みませんので、皆さ

んの意見も本当は聞けたらいいんですけど、今、Ｅさんが言いま

したように、一応、公募じゃない委員さんからＨさんに会長になっ

ていただいて、公募のＢさんに副をやっていただいて、それで進

めてみんなで一緒に会長、副会長となく、みんなで決めていくこ

となんで、そういう風にやっていかなかったら前に進めないん

じゃないかなと思うんですけど、どうでしょうかね、皆さん。 

 

今まで、いろんなのに出てて、会長、副会長でこんなにもめる

ことって、今までなかったから驚いてるんですけど。 

 

今、Ｃ委員さんのほうからそういったお話があり、先ほど、Ｅ

委員さんからもそういったお話がありましたが、さまざまなお考

えがあると思います。 
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Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ委員 

 

 

Ａ委員 

 

Ｆ委員 

 

Ａ委員 

 

 

Ｆ委員 

 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、公募であれ、何であれ、市民の方であるという

位置づけは変わらないと思います。何が何でも公募でなくてはい

けないという風に考えるか、または、そういった形でみんなで力

を合わせていくのかということになるかと思いますが。 

 

私は、将来のことを気にしているだけです。私は、公募はしま

したけど、市民の代表として、この審議会に出ている訳でござい

ます。後世に思いを馳せると、結果についても、何故そういうこ

とになったのか、意見を言ったのかということについては、責任

を負う立場にありますので、私は今まで申し上げた建前に基づい

ているのです。やはり、市の推薦した委員がそのまま多数派とい

う、会長になっちゃったらこれは建前上からおかしい。しかも、

その会長が主導する審議会が市の、行政を検証する。というのは

おかしいんじゃないかなというのを私は言うんです。 

 

今のＡさんのお話ずっと聞いてますと、何か公募じゃない人

は、ふさわしくないというような発言に聞こえるんですが。 

 

違いますよ。そういうことを言っているのではないんです。 

 

私には、そういうふうに聞こえましたので。 

 

聞こえるとかそういうことじゃなくて、そういう意味でいって

いいるんじゃなくて… 

 

１０人全部同じ条件だと思うんですよ。その中でどう会長を選

ぶかで、公募の人とか、前に何やってたとか、そういうんじゃな

いと思うんですよ。自分は、今日、初めての参加ですので、Ｈさ

んが適任なのか、Ｂさんが適任なのか分かりません。ただ、どな

たかが会長をやってもらって進めていかないと進んでいかないん

ですよね。ですから、誰かが意見言ったときに、反対意見を言っ

ていくと、いつまでたっても決まらない。 
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Ａ委員 

 

 

Ｅ委員 

 

 

 

 

Ｆ委員 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ委員 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

Ａ委員 

 

私が反対論者なように言われると、心外なんですけどね。意見

を申し上げてるだけじゃないですか。 

 

あのね、こういう場でノーって言う言い方がいろいろあるけ

ど、民主主義なんだから、多数決でもいいと思うんですよ。 

だから、全員参加で多数決で決まったら、それはそれで民主主

義の一歩でしょ。それも一案だと思うんです。 

 

最終的に決まらなければ、多数決でやるしかないのかもしれま

せんね。 

 

だからこそね、委員の構成をどうするかってことに自治基本条

例市民推進会議でもそれが大きなテーマになったんですよ。 

やはり、行政、それぞれの関係団体の推薦した委員が出てきて、

あるいは、市の行政が出てきて、そういう人たちが多数派でもっ

て決めたことがすべて正しいのか、それがすべての結果なのかっ

ていうと、それはまずいんじゃないか。そのためには、やはり、

いわゆる背景とか、色のつかない公募委員をもっと増やして、そ

れが本来の自由闊達に議論する上でのいわば基盤だろうと… 

 

それは分かるんですけど、今、この人数でやることになったん

ですから、それを言っていると前に進みませんよ。 

 

だから、こういう議論は今さら何故しなきゃいけないのかと思

うわけですよ。だって、検証は９月いっぱいでやらなきゃならな

い。何故、こんなぎりぎりのところまで引っ張ってやっているの

か。すごい不満なのよ、私にすればね。そもそもですね、言わし

てもらえばですよ… 

 

Ａさん、ただ今、会長を選ぶ… 

 

だから、ぎりぎりにしてしょうがないんだって形で議論するの

はまずいなってことを申し上げている。だって、いわば、ぎりぎ
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仮議長（河野地

域振興課長） 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

 

 

 

 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

 

 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

 

りで追い込まれてやるような状態はおかしい。ただ、これについ

てはですね、… 

 

結局ですね、透明性って話がありましたけれども、会長さんが

誰になるってことじゃなくて、この会議でどういうことが議論さ

れて、どういうことが意見として出ているのか、これを市民の方

に… 

 

それは、当然のこと。ただ、委員の意見がどういう構成におい

て選ばれてきた委員が、どういう構成をもってなされていて、こ

れは、市民全部関心を持って見ている点だということを理解して

おいてください。これは、公開になっているのだから、市の推薦

委員が１０名のうち、８名いましたっていうのは、そういうのは

おかしい。 

 

すいません、Ａさんが言ってることは、これからの委員会での

議論にしていただいて、もう、まず、会長、副会長を決めること

じゃなかったら、時間がどんどん過ぎちゃいますよ。それは、こ

れからみんなで、公募だろうが、団体の推薦だろうが、みんなで

いろいろ、その立場立場で責任もって意見を出し合っていくべき

ことじゃないかと思うんです。 

 

今、Ｃ委員さんから、そういった話もございますが、先ほど、

Ｈさんを会長に、Ｂさんを副会長にしたらどうかという意見もお

二人から出ております。つくる会の進め方のとき、私、一緒にや

らせていただきましたけれども、お二人で非常に協力して、いい

形で進んだのかなという風に感じます。そういったことを考えま

すと、そうした意見がでたのかなと思いますが、他の委員さんは

どうでしょうか。 

 

Ｅさんもその会に関わっていたし、そういった人たちの中から

意見が出ているので、初めての方たちは分からないということで

すよね。それで決めてもらっちゃって、二人でやっていただいた
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Ｄ委員 

 

 

Ｃ委員 

 

Ｄ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほうが… 

 

経験がある方の方が、流れというかね、分かってますんで、私

たちはアドバイスを受けながら… 

 

そう、みんなが意見を出しやすい会になって… 

 

それで、それはそういうんじゃないんですよっていうのを、自

分なんか指摘されるほうだと思う、これから先。 

審議会って言うのは初めてなんですよ。是非、Ｅさんが言われ

たように、ＨさんとＢさんに正、副をやっていただいて、時間も

かなり経過していますんで、それをやっていただいて、それから

先に進めていって、今後、審議会がこういう重要なことで、行政

のほうも公募を５人募るというそういう風なことで、今回の場合

は、このメンバーで決まっていますんでね。先に進めていただき

たいと思います。 

 

じゃあ、私の最後のあれなんですけど、別に早く会長、副会長

を決めて先に進むことには何ら異存はありません。ただ、私とし

ては、やはり、市民目線ていうことでいうとおこがましいんです

けれど、会長には、やはり、公募の委員になってほしいですね。

副会長にＨさん、これはね、むしろ、その方が説明が、市民の理

解が得られやすいのではないかと私は思います。まあ、お二人は、

いろんな場で、私、見てきていますけど、非常に従来から関係も

親密ですし、一緒にやっていただければ、いろんなところでスムー

ズに行くと思いますし、このコンビは、ある意味最強じゃないか

と思いますけれど、どちらを上にするか、下にするか、上下の関

係じゃないと思うんです。 

ただ、やっぱり、名目は大事だと思うんです。やっぱり、市民

が納得するか、公募のいわば公平といっちゃ変なあれだけど、公

平な無私な立場で、推薦委員じゃない公募の委員の方が市民の目

線からすれば、座りがいいんじゃないかという気がします。どっ

ちが会長でも副会長でも結果は同じだと思いますけど、審議の内
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Ｇ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

 

 

 

 

 

Ｂ委員 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

Ｂ委員 

 

 

 

容、進行自体は、問題なく進むと思います。 

 

今、公募の方から御意見、他の８名の方の各団体からの推薦、

市長からの推薦ということで、私は参加させていただいているん

ですけど、それは、まちづくりに対して、それぞれの会とか団体

で皆さんがまちづくりを一生懸命やっている団体からの代表とい

うことで出ているので、まちづくりということに対して、公募の

方よりも考えていないといったら変ですけれども、そういうこと

では決してないと思うんです。大勢の会員の方がバックにいらっ

しゃるので、そこから意見も吸い上げて、この場で発表すること

もあると思いますし、公募の方が会長だから、市民の方が納得す

るという意見には、私は反対というか、考え方が違うかなと、私

は思っております。ですから、私も前の自治基本条例つくった時

の流れが良く分からないので、どなたが良いというのは、この場

で言えませんけれども、それに参加されていた方が意見をおっ

しゃっているのであれば、その方向が一番良いのかなという気持

でいます。 

 

Ａさんの考えもあるのですが、３人の方からＨさんが会長でＢ

さんが副会長でというお話が出ております。もし、そういう形で

よろしいということであれば、その方向でいかさせていただきた

いと存じますが、皆様いかがでしょうか。 

 

（会場から拍手あり） 

 

今のは、どういうことですか。 

 

副会長をＢさんにお願いしたいということですが。 

 

あのね、私、意見あるんですよ。元々、この自治基本条例つく

るときは、全員公募だったんですよ。全員公募なんですよ。 

ただ、Ｈさんが公募で出てきているのなら、それで良いです。

公募で出ておられないんです。元々、自治基本条例つくったとき、
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Ａ委員 

 

Ｂ委員 

 

 

全員公募やってんです、これ。しかも、その時には、委員長選ぶ

ときには、１回目じゃ分からないだろうから、何回かやってから

選びましょうって選んでんですよ。それは当たり前なんです。

元々、Ａさんが言うよう様に公募の人っていうのは、ほとんどの

審議会や何かでも公募の人は委員長になってないじゃないですか

と、現状としては。だけども、自治基本条例その他、公募を原則

とすると言って、公募しましょうよと。できるだけ公募でね。公

募するっていうのは、何か意思の人だから。 

皆さん、さっき団体を代表しているって、これ、違いますよ。

団体代表しているんじゃないでしょ。そんなの噓ですよ。団体に

推薦をお願いしているだけであって、あくまで個人としておいで

になっているはずです。団体の代表であるはずがないんです。団

体に推薦をお願いしただけであって、それぞれの委員さんは、団

体の代表であるはずがないんですよ。そこで、選挙されて選ばれ

て来たんじゃないんです。違いますでしょ。これは、団体に推薦

をお願いして、それで推薦をして個人としておいでになっている

んです。それでは、一緒なんですよ。そういうんで一緒なんです。

だから、団体に誰かがついているとか、これはないんです。 

だから、実際には、本来は公募でやればいいんだけれど、公募

じゃ自治基本条例つくった時のように、実際に今回公募５人、応

募３人、結果的に２人、私も彼の言うように何故公募の枠５人そ

のままとっておかなかったのかな、２年間続く問題ですからね、

本来は、５人の公募の枠取っておくべきだなあと、参画と協働の

審議会なんで、市民の参画と協働を尊重することではないかと、

本来公募なんですよ、みんな。公募が優先なんですよ。そう書い

てあるでしょ、ここに。だから、皆さん、本当に意欲ある人は公

募してほしいんですよ。 

 

そうですよ。 

 

だから、そういう意味ではね、団体に委嘱しなければならない

んではなくて、本当は公募でやらなければいけないんですよ。公

募で、占めきって、選考に困るくらいの。公募で、こっち来てい
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Ｈ委員 

 

 

 

るからあなたはやめてという風な位がいいんです。本当は。 

でも、そういう風にならなくて、わずか５名の枠に実際、二人

しかいないと。だけど、もっと、尊重してくれたらどう、ってい

うのがＡさんの意見だと思うんです。私も何となくいいんですよ、

自治基本条例つくるときには、Ｈさん会長で、私も一生懸命やり

ました。全然問題ないです。 

ただ、引っかかるところは、そこなんです。何故、Ｈさん公募

で出てこられなかったのかなと。皆さん公募で来られたんです。

推薦されたＣさんも、何故、公募で出てきてくれなかったのかな

と。実際につくったのにね、今度、検証するって時に何で公募で

出てこられなかったのかなと。それから、Ｅさんについても、何

で公募で出てこなかったの。あの、自分たちでつくった検証するっ

て委員会に何で公募しなかったんですかと、私はすごい疑問に思

うんです、そういうところ。だって、自分がつくったときに、検

証する時に公募委員として、つくったんだから、今度、この委員

にね、やっぱり責任として、自分が公募してくんなきゃまずいよっ

て気持ちは、私にあります。それで、推薦される。手を挙げないっ

ていうのに、ちょっと違和感を感じるだけです。やることってい

うのに、実際やってきましたし、私も副会長として、彼が会長で

やってきましたけれども、そういう点がね、やっぱり、腑に落ち

ないっていう点が、私の中にはあります。正直言って。何故、公

募しなかったんですか。今まで、実際、自治基本条例つくった、

おつくりになった、そのことについて、それはどうだったのかと

いうことについて、検証したいっていう、それから、発展させた

いっていう審議会に公募の枠が５名あったにもかかわらず、皆さ

ん出てれば、きちんと５名の枠が取れたにもかかわらず、何故し

なかったのかっていうのが、疑問に思うところです。だから、何

となく腑に落ちません。っていうのが、率直な気持ちです。 

 

今、Ｂさんがおっしゃったことは、今後、例えば、参画のとこ

ろで出てくると思うんです。参画するときの、参画できる機会っ

ていうのは、あるはずなんですよね。それを、多分、公募あるい

は推薦あるいはその他にあるかも知れませんけれども、いろんな
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Ｊ委員 

 

 

 

Ｉ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

 

 

 

 

方法でこの会議に出てくるんだと思うんです。例えば、５人が２

人になってしまったっていうところについては、５人の枠を絶対

に守るっていう審議会にするとか、そういう取り決めが必要に

なってくるかと思うんです。そういうのは、今後の議論の中で必

要になるかも知れませんね。そう思います。 

でも、今の段階で、御意見としては分かりますが、今は、会長、

副会長、推進する立場の体勢を決めるだけですから、その観点で

是非ね、互選ということを前提に決めたらいかがでしょうか。名

前が挙がっていてこんなこと発言するのも申し訳ないのですが。

あくまでも、互選ですからね。 

 

すいません。少しピントがずれているかも知れないんですけ

ど、若いＩさんに今までの流れをお聞きになってどんな風にお考

えになったか意見を伺いたいんですけれど。 

 

正直、商工会青年部の部長としてお声がけいただいて、ものす

ごくありがたく、やっぱり今の商工会自体も状況が逼迫している

というか、そんなに元気がないじゃないですか。 

だから、僕みたいなこういう知識も経験もないような場で、知

識とかをいただいて、市が活発に前に進めるような会なのかなと

最初は思ってたんですけど、それが、審議会ということだったの

で、ちょっと違ったニュアンスというか。正直なところ、勉強不

足なんですけど、公募ですとか推薦か、その辺のことについては、

今日初めて聞いて、まだ、ちょっと違和感があるというか、その

辺は、勉強これからさせていただくところだと思うんですけど、

もっと建設的な話ができたらなっていう風には、思います。 

 

ただ今、各委員さんから、御発言いただきありがとうございま

す。ＡさんやＢさんのおっしゃること、分かります。公募を集め

ても今の状態でございますし、一方、御意見を頂戴しながら、もっ

と良い方法、どうすれば、参画がくるのか、そういったものも含

めて、今後、検討していきたいと考えてございます。会長、副会

長ということでございますが、いかがでしょうか。そういう形の
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事務局（野口部

長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ委員 

 

事務局（野口部

長） 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（野口部

長） 

 

 

御意見が委員さんのほうで出ていることを考えますと、そういっ

た形で進めさせていただければという風に考えますが。 

 

時間の方も気になりますが、いかがでしょう、先ほど来、皆さ

んの御意見踏まえて考えてみますと、これから皆さんが正に、こ

こで、この場で、参画と協働に関する御意見を交わしていくこと、

その入口ですから、今、お名前が挙がったＢさんとＨさん、それ

ぞれ、今まで、自治基本条例の制度を整えてきている方でござい

まして、会長、副会長どちらもふさわしい方だろうと思います。 

先ほどの委員さん方の御意向を思慮いたしますと、Ｈさんが会

長ということでよろしいでしょうか。ちょっとその辺がはっきり

しなかったので、今一度、御意思を表していただければありがた

いのですが、Ｈさんが会長で、Ｂさんが副会長ということでより

しいでしょうか。いかがでございましょう。 

 

私は、副会長のほうはちょっとお受けできません。 

 

Ａさん、その辺はいかがでしょう。御意向としては。 

 

不満ですね。どちらか、私は、Ｂさんが会長、副会長どちらで

もＨさんとコンビになれば、この審議会が十分に円滑に回ってい

くと思います。どちらが頭につくかということですが、ある意味、

どうでも良いことなんです。 

やはり、私はこの審議会の性格上、公募委員が会長になった方

がいろんな意味で、第三者的に見た場合も座りが良いんじゃない

かと感じる訳です。分かりません？そういうことで、提案してい

るのであって、どっちが会長、副会長、私は実質的には変わりな

いと思います。 

 

いかがでございましょう。皆さんの御意向が、Ｈさんを会長に、

Ｂさんを副会長でお願いしたいという御意向であるように見受け

られますが、それでよろしいでしょうか。 
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Ｊ委員 

 

 

Ｂ委員 
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Ｂ委員 

 

Ａ委員 

 

Ｃ委員 

 

Ｊ委員 

 

 

 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

Ｉ委員 

 

 

 

 

Ｊ委員 

 

 

 

 

私は、副会長を受けるつもりはありません。 

 

すいません。副を受けるつもりはないとおっしゃったんです

か。 

 

Ｈさんが会長であることには、異存ありません。 

 

そうしますと、副会長、皆様いかがでございましょうか。Ｂさ

んの御意向はそういったことでございますので、副会長どなたか。 

 

Ａさんやってもらったら。 

 

いや、だめだ。私は、やりません。 

 

Ｂさん、だめなんですか。 

 

私は、Ｉさんに副会長やっていただきたいと思います。今まで

の私たちというか、皆さん方の知恵を知識を若い世代に、是非、

引き継いであげてください。まちづくりのために。いかがでしょ

うか。 

 

いかがでしょうか。そういった御意見が出ましたが。 

 

先ほど、審議会ということで、委員会とかそういったものとは

違うので、次の世代に引き継ぐとかそういうところでは、そうな

んですけれど、更の状態、それを審議する場だと思うので、私が

副会長でいいのかなっていうのはあります。 

 

それは無理にということではなくて、いかがでしょうかという

ことなんですけれど、若い方にという思いは、高齢の方、今は１

０歳若いそうですから昔と比べて、マイナス１０歳で年を考えな

いといけないんで、高齢とは言えない私たちなんですけど、是非、

そういう意味でせっかく若い人がいらっしゃるのでしたら、いか
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Ｈ委員 

 

 

 

 

 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

事務局（野口部

長） 

 

 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

Ｄ委員 

 

Ｂ委員 

 

事務局（野口部

がかなと私の考えです。個人的な。後は皆さんで。Ｉさんがどう

しても嫌という事でしたら、無理にはお願いできませんけど。 

 

ちょっと発言してよろしいですか。実は、過去の経緯はおおよ

そ皆さん想像ついたと思いますが、私とＢさんは、過去に会長、

副会長の立場でつくる会を運営させてもらいました。Ｂさんの

持ってる知識は、非常に高度です。私は、それを頼りにしたとこ

ろは、ずいぶんあります。よってですね、是非、副会長を受けて

いただきたいとお願いしたいのですが、いかがでしょうか。 

 

Ｂさんいかがでしょうか。是非、力を合わせていただいて、今

後、白岡の参画と協働の進む形をつくっていただければと考えま

す。 

 

申し訳ないんですけど、今回は、そういう形じゃなくて、普通

の一般の審議委員としての立場で審議会に臨みたいと思います。

憎まれ役をしたいと。 

 

Ｂさんの御意向も分かりますけど、ここでＡさんからのお話が

あり、また、Ｈさんからも今までの経緯の中で是非という話もあ

りましたので、おそらく委員の皆さんも、副会長として活躍して

いただきたいというお気持ちだと思います。ですから、これから

正に船出しようとしている審議会でございますので、是非、御理

解いただいて、Ｂさんにも副会長として、この会を引っ張ってい

ただきたいという風に思います。いかがでしょう、皆さん。 

 

はい。 

 

お願いいたします。 

 

他の方やってください。 

 

そうおっしゃらずに。是非、委員の皆さんの御意向をお汲み取
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長） 

 

Ｂ委員 

 

Ｃ委員 

 

事務局（野口部

長） 

Ｃ委員 

 

Ａ委員 

 

Ｃ委員 

 

Ｅ委員 

 

Ｃ委員 

 

Ｂ委員 

 

Ｃ委員 

 

事務局（野口部

長） 

 

 

 

Ｂ委員 

 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

Ｈ委員 

りくださるようお願いします。 

 

会長は、Ｈさんで結構です。 

 

Ｂさんお願いしますよ。 

 

さて、困りましたね。 

 

Ａさんは？ 

 

私は、受けない。 

 

Ｅさん一緒に… 

 

Ｂさんは、会長なら受けるんですか。 

 

そこは、もう決まってる。 

 

決まったんだよ。 

 

どんなにあれでも、だめなんですか、Ｂさん。 

 

公募の代表としてもお願いしたいところなんですけどね。Ａさ

んが、あのようなお話をされたので、是非、ここは公募の代表と

しても、副会長としたいところだと思うんですけど、皆さんそう

いうお考えだと思うんですね。 

 

今日は、副会長がいなくても進行できますから、会長だけでも。

考えさせてください。前に進めさせてください。 

 

ちょっと考えいただくということで… 

 

それはね、会長がいなくても、進行できますよ。この議題であ
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Ｂ委員 

 

 

事務局（野口部

長） 

 

Ｃ委員 

 

 

Ｈ委員 

 

 

れば。同じですよ。副会長がいなくても進行できるというお話は。

会長がいなくてもできるんですよ。 

 

いや、でもこれ、議会の会議要領、議長とは、会長が決まれば

会議の議長をやるんですよ。今後のスケジュールだとか、委員か

らの意見だとか。 

 

例えば、Ｂさんさっき、おっしゃったんですけど、つくる会も

１回目の会議では、会長が決まってなかったんだよね。そういう

ことがありました。よってですね、今回も会長は次回決めるとか、

そういうことも諮れるのかなと思うんですよね。どうでしょう。 

 

これは、審議会条例の中にありますけれども、互選ということ

で、皆さんがＨさんを会長としてお願いしたいと意思表示された

訳でございますので、ここはもう会長は、お願いするということ

でいかがでしょうか。 

もちろん、副会長にＢさんということで、御理解いただければ、

それで整う訳ですけれども。Ｂさん、副会長につきまして、公募

代表としても、是非、皆さんの御意向を踏まえていただいてお願

いしたいと思います。 

 

私は、今回は一審議委員として、ちょっと嫌われ役に徹しよう

かと。だから、他の人を選んでください。 

 

そうしますと、他の方はいかがでしょうかね。私の方からお話

しする訳にもいかないんで、互選でございますので。 

 

Ｈさんにどなたか選んでいただくというのは、どうなんでしょ

うか。さっき、若い人がという話も出てるし。 

 

今の話の進み具合は、会長、副会長、一緒に選ぶというような

形だと思うんで、私がここで、副会長をどなたにしてくださいと

いうことをちょっと難しい。互選です。あくまでも。 
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でも、よく、会長になったら、やりやすい方を選んでくださいっ

ていうところもありますから、だから、今、Ｊさんが言われたよ

うに、若いＩさんに経験を積みながら、勉強をしながらやってい

きながら、それがっていうことがあったら、もし、Ｉさんにお願

いするとか、そういう選択もあるのかなって思いつつ、また、Ｅ

さんなんかもずっとやっていらしてるから。 

 

よろしいですか。私が受けない理由について、実はですね、私、

審議会のこの委員で検証するということ、自治基本条例で決まっ

た４年に一遍、しかも１０月１日までにしなければいけない。そ

れは、自治基本条例、市長がそこまでに検証しなければいけない

ことになっているんです。 

実は、その検証作業っていうのが、皆さん、インターネットで

調べたらいくらでも出ますから、調べてください。各自治体の自

治基本条例検証って、報告書って、いっぱい出ていますから、一

回どれくらいかけているか。他の自治体が、どんなことやってい

るかを見たらね、とても私は責任を負えるような状況でこのわず

か９月までにね検証ができるようなね、自信はないんですよ。責

任を負える状況にないんです。実を言うと、検証するために他の

ところは２年くらい掛けています。わずか何か月でやるというよ

うな状況はありません。 

ましてや、他のところですと、内部検証といって、行政は行政

として内部検証を進める、市民は市民として検証、議会は議会と

して項目ありますから、検証進めているんですよ。そういうこと

を進めて、逆に市民のパブリックコメントなんかやって、市民自

体を検証やったり、フォーラムやったりして、そういう意見をま

とめて、そして審議会が意見をまとめているっていうのが普通の

進め方なんですね。 

それをやったらとても間に合わないです。そういう意味で、私

は、まとめることについて、わずか何か月かで自信がありません。

正直言って、この検証を、責任を持って検証する。だから、嫌わ

れても良いから、まとめるため方法の提案をいろいろします。そ
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Ｃ委員 

 

 

Ａ委員 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

うしないと、検証できませんから。責任負えませんから。 

ただ、少なくとも、議会にも御了承願って、市民にも御了承願っ

て、市長さんがお願いをするような形で、十分なものではないけ

れども、検証しなければならないんで、できる限りのことはするっ

て形のものしかできないと思うんですよ。約束をする形でね。 

検証というのは、ある意味つくるのと同じくらい大変なことな

んです。本当のこというと。自治基本条例に基づいて、一体何が

されたのか、４年間で。それがどうなのか。もしかしたら、自治

基本条例の方が間違っていたかもしれない。その検討もしなけれ

ばならないんで、基本条例はつくったけど、検証したら基本条例

のほうが間違っていたんではないかということが、あり得るんで

すよ。そういうことをすると、とっても時間が掛かるんです。本

当のことは。検証っていうのは、そんな簡単なことではない。 

一体、どの位やったということを検証するとなれば、本当に報

告会やったのとか、どうしてできなかったのとか、そんな検証も

やんなければならないんですよ。それから、実際に参画条例の中

では、年間のスケジュールを出しますよっていうのが、条例の中

では入ってますが、実際は出ていないんですよ。きちっとされて

いないんですよね。だから、そういうことを含めて、何故、でき

なかったのかとかいろんな問題を含めて検証することいっぱいあ

るんですよ。で、私も後で気がついたことなんですけど… 

 

すいません。そういうことを踏まえて、コンビでやっていただ

いて、 

 

Ｃさん、調子が良すぎるよ。そういう言い方をするんじゃない

ですよ。だって、Ｂさん必死になって言ってんじゃないの。 

 

だから、そういう意味で、今は、自治基本条例つくるときのよ

うに、御一緒になって支えてもらってやっていくというよりは、

やっぱりこの際、嫌われ役やっても、何としても、これやろうよ

とか、あれやろうよとか、提案をしていかなきゃなんないなと思っ

ているんです。そうしないと、実は、終わらない。良いものでき
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Ｆ委員 

 

 

 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

Ｆ委員 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

Ｆ委員 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

 

ない。市として、責任を負えない。基本条例ですから、憲法違反

やんのと同じですからね。違反は、できません。できませんでし

たという訳にはいかない。その場合、責任を問われますから、一

切の市の条例その他は、基本条例に拘束される訳ですからね。単

なる理念条例と言うけれども、しかし、最高規範であることは、

間違いないので、基本条例は、そういう点から考えるとね、 

 

Ｂさんの話、良く分かりましたが、ちょっと聞きたいんですが、

先ほど、ＨさんかＢさんかということで、どなたが会長かって話

のときに、Ｂさんは会長ということについて、拒否はされてなかっ

たですよね。そういう話の中で、今の話は、御自身が会長を受け

れば、それができるということで解釈してよろしいんですか。 

 

いや、私、その場合でも、どなたも手を挙げなければ、前提を

つけました。こういう条件ならば、お受けいたしますと。だから、

無条件で受けるつもりはありません。 

 

ちょっと、この話聞いたときに、ちょっと矛盾してるなという

のが、あったのでお聞きしたかったんです。 

 

だから、もし、私、会長に推薦されていても、一定の条件付き

でなければ、受けません。何でかって言うと、この条件で私が受

けるためには、とても責任はここまでしか負えませんよと 

 

会長の話の時は辞退されていなかったので、矛盾を感じたもの

ですから聞かさせてもらいました。 

 

どなたもいなければね、そういう受けるにあたっては、そうい

う条件でしか受けられませんっていう。今度は、受けられる方が

いるから、副会長は、むしろ受けないでもって感じがある。だか

ら、はじめから私は条件付きで、無条件で受けるつもりはありま

せんでした。 
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Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

Ａ委員 

 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

 

Ａ委員 

 

 

ちょっといいですかね。この審議会に先立って、自治基本条例

市民推進会議設置要綱の中に、検証に関する条例２０条の検証に

関することも項目に入ってたんですね。我々、その市民推進会議

の中で、検証の問題が２年後に期限が来るんだけど、そろそろ始

めないとだめじゃないかなって委員の間では、問題提起していた

訳なんですよ。 

ところが、この推進会議の委員の任期は２年で、２年でやめな

きゃならないなんて、どこにも書いてないんですけど、突然、会

議自体を閉鎖して止まっちゃったんですよ。何故、ここでやらな

かったんだと。検証をやってれば、２年間で十分にできたはずで

すよね。こういう事態を招いたこと自体、私は、検証の対象にな

るんですよ。 

何故、こんなね、３か月、４か月先に期限が来ているものを、

今、やらなきゃいけないのか。検証ですよ、今の宿題は。市のね、

もっと言えば市長の責任ですよ。何故、こんな自体を招くまで放

置したのか。現実的に市民推進会議で検証をやればね、できたじゃ

ないですか。Ｂさんがね、彼は、自分自身の後悔とね、憤慨、後

悔があるんですよ。何故、あの時にねこの問題を強く言わなかっ

たのか、私自身も問題意識は持ってたんです。いつの間にやら、

この会議は、これで終わります。終わっちゃって、そのまま、た

だ無為に２年が過ぎて、しかもね参画条例自体も去年… 

 

御意見は分かりました。 

 

分かってないでしょ。だって、こういう事態になったことにど

うやって… 

 

ここで言う問題じゃないですよ。ここで言っていてもしょうが

ないと思いますよ。 

 

しょうがない問題じゃなくてね、だったら、そういう責任とい

うかね、我々はこの審議会に対して、どうやったら、この審議会

で検証を、知恵を出せって言うんですかね。ここでね。もちろん、
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事務局（野口部

長） 

 

 

 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

Ｉ委員 

 

 

 

 

 

 

Ｂ委員 

 

Ｉ委員 

 

Ｂ委員 

 

 

Ａ委員 

 

 

事務局（野口部

長） 

 

 

諮問書とか、どういうものが出てくるか私には分かりませんけど。

実際は簡単にできるもんじゃないんですよ。いろいろ調べれば、

茅ヶ崎の例など２年間ですよ、タイムスケジュール。 

 

Ａさんすいません。時間の方もありますので、今、議論すべき

は、副会長をどうするということですので、Ｂさんが、先ほど来、

今までのお考えを述べられたところでございます。したがいまし

て、一委員として御活躍いただくということでございますので、

副会長、他にいかがでございましょか。 

 

先ほど、Ｉさんという意見もございましたが、どうでしょうか。 

 

推薦いただいているんですけども、いきなり、ぱっとこの場に

若い者で来て、今、Ｂさんのお話を聞いて、全く知識もゼロの状

態で、どこまでできるかという、そういったのも正直ありますよ

ね。もちろん、仕事もありますし、皆さんも仕事あると思うんで

すけど、商工会青年部のほうもやっていますし、その中で、私な

んかで良いのか。正直なところ、全く知識が無くて。 

 

インターネットやります？ 

 

はい。 

 

じゃあもう大丈夫ですよ。今、インターネット引けば、何でも

出てくるから。あの、本当にインターネットで調べれば。 

 

それは、僕らは、随分やっているから分かるけど、家でやるっ

ていうのは大変なんだよ。知識は得られるけど、大変なんですよ。 

 

私がここで発言すると、申し訳ないのですけれども、今、Ｉさ

んという御推薦をいただきました。正に次代を担う青年でござい

ます。したがいまして、どうでしょう、ここは、委員の皆様が若

いですね、次代を担う青年をこの自治基本条例の検証をする副会
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事務局（野口部
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仮議長（河野地

域振興課長） 

Ｉ委員 

 

 

 

 

Ｂ委員 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

Ｉ委員 

 

 

 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

長ということで、会長とともにお願いして、皆さんが盛り立てて

いただくということで、進むというのはいかがでしょう。Ｈさん、

いかがでしょうか。 

 

私は、結構ですよ。是非、会長、副会長という立場で勉強して

いってほしいというふうに思います。 

 

そういうお声が聞こえたところで、いかがでしょうか。 

 

皆さんいかがでしょうか。 

 

私、協力しないってことじゃないです。審議委員として、全面

的に審議会に協力いたしますので、できるだけ建設的に、いろい

ろやることはやっていきます。 

 

そういう形でよろしいでしょうか。 

 

一つだけよろしいでしょうか。どうしても予定表を見た中で、

月曜日と金曜日が多いと思うんです。金曜日となると、仕事の関

係上出られないときも多々ありまして、その辺が副会長を受ける

上で、そういったことあっても大丈夫なのかと。 

 

逆ですよ。そういった調整ができますよ。自分で。 

 

今、お示ししてある日程は、案という形です。 

 

その外に火曜日となると、商工会の会議があったりとか、後は

麺業界の会議もあったりとか、そういった勉強会もあるので、バ

ランスはとるつもりなんですけど、仮に副会長がいないというこ

とがあっても大丈夫なのかなと。 

 

その辺は、事務局と相談しながら、日程調整、その他話し合い

をしながら詰めさせていただければと思います。 
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仮議長（河野地

域振興課長） 

 

Ｈ委員 

 

Ｉ委員 

 

 

 

 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

仮議長（河野地

域振興課長） 

Ｈ委員 

 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

 

内山会長 

 

 

 

 

臨機応変という形で大丈夫なんですか。仮に、万が一、出られ

なくなっても大丈夫ということ？ 

 

それぞれ御都合もありますので、そういったことは大丈夫で

す。よろしいでしょうか。どうでしょうか。 

 

御自身の気持ちを。 

 

とりあえず、望まれてやるに越したことは無いと思っています

ので、自分の成長につながるものと考えて、受けさせていただき

たいと思います。 

 

（委員から拍手あり） 

 

ありがとうございます。 

 

ここで、Ｈ委員さんとＩ委員さんには、席をこちらへ。 

 

河野さん、会長、副会長決定したということでよろしいんです

か。 

 

そうです。 

 

（会長、副会長が席を移動した。） 

 

それでは、一言ずつ会長さんと副会長さんにお言葉を頂戴でき

ればと存じます。 

 

改めまして、皆さん、こんにちは。もう、５時４５分というこ

とで、会議時間も相当経過しております。今回の目的は、自治基

本条例、及び参画条例、住民投票条例、関連する規則、そういっ

たものの検証ということで、立ち上がった会議でございます。 
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東川副会長 

 

 

 

 

 

 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

 

 

 

 

仮議長（河野地

域振興課長） 

先ほども触れましたけど、平成２１年８月に自治基本条例をつ

くる会が発足しまして、全体会議を２７回、そして作業部会とい

うのが、ここには表記がございませんが、１８回やりました。こ

の作業部会の必要性というのは、全体会議を上手く運営するため

に事前にいろいろ検討したという経緯がございます。そんなこと

をやって、平成２２年１０月３０日、基本条例の提言書という形

で、お渡しできた次第でございます。 

既に皆様も先ほど来の議論でお分かりかと思いますが、この中

の半分はつくる会の、あるいは、自治基本条例推進会議のメンバー

でございました。そんなことから、いろいろと知識をお持ちの方

がいらっしゃいますので、この会議は、徹底した審議ができると

考えておりますので、副会長Ｉさんともども、御協力よろしくお

願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

皆さん、こんにちは。この度、副会長をやらせていただくこと

となりました東川です。今日、ここに来て、副会長やるとは、全

く考えてなかったんですけども、皆さんに支持していただいて

なったからには、頑張りたいと思います。全くの若造ですので、

本当に皆さんのお力が無ければ、何もできないと思います。会長

と副会長で良い方向に進めていけたらなと考えておりますので、

皆さんどうぞよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

 

⑵ 諮問書について 

それではここで（２）の諮問書の方に移らせていただきます。 

それでは、諮問書の方を市長から会長にお渡ししたいと存じま

す。 

 

（市長から会長に諮問書が渡された。） 

 

申し訳ございませんが市長におかれましては、公務のため、こ

こで退出させていただきます。 
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仮議長（河野地

域振興課長） 

 

 

内山会長 

 

 

 

 

事務局（森島主

任） 

事務局（内田主

査） 

内山会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

（市長退席） 

 

それでは、ここからは規定の第６条に基づきまして、今後の議

事の進行につきまして内山会長にお願いいたします。 

 

⑶ これまでの経緯・関係条例等について 

それでは会長の職を務めさせていだきますが、皆様の御協力な

くして、この短期間で終結することはできません。よろしくお願

いします。これまでの経緯、関係条例についてということで、事

務局より説明をお願いします。 

 

資料４について、森島主任から説明がなされた。 

 

資料５について、内田主査から説明がなされた。 

 

はい、ありがとうございました。今、事務局の説明がございま

した。これまでの経緯と自治基本条例についての概略を説明いた

だきました。 

本当に概略で、なかなか御理解いただけなかったかと思います

が、何か質問等がございましたら、お願いします。 

いかがでしょうか。私の会議のモットーは、ワイワイガヤガヤ

です。どんなことでも発言いただいて、いかがでしょうか。 

しかし、最終的にこの会議が求めるところに結論を持っていき

たいと思うわけです。そんな進めをしたいと思いますので、どう

ぞ遠慮なく、活発に御発言をいただきたいと思います。いかがで

しょうか。 

今回は、今説明いただいた自治基本条例の部分になるかと思い

ますが、いかがでございますか。 

 

自治基本条例といいますと、一種の倫理規定みたいなところが

ありまして、これにいかに魂を入れるかということで、実際の運

用の中で、いかにこれを生かして、実行していくのかが、いわゆ
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る胆だと思うんですよね。これ読んでいただいても分かるように

崇高な内容でして、ただ、実際これを運用するには、たいへんな

労力が必要でありまして、壁もあるわけでして、それをどう、実

効性が上がらないのなら何が壁になっているのか、何が障害と

なっているのか、どうしたらよいのか、正に検証する訳でね。自

治基本条例に魂を入れる、仏に魂をいれることが検証だと思うん

です。 

たいへんだけど、重要なことでして、たださらっとやって、は

い終わりましたというものではない。これは、議会も行政も市民

も、まずは自らを省みてどうかを、そこから始めなければいけな

いし、そしてそれを第三者が、議会、行政、市民がそれぞれをチェッ

クして、基本条例の精神に違反しているところはないのかを検証

する訳でして、先ほど、Ｂさんが、おっしゃっておりましたが、

考えますと途方もない、とんでもなくたいへんな作業となります。

現実には９月いっぱいで終わらせなければならないと思いますの

で、このへんのところを、これからの審議の中で、どういう風に

したらよいか。これで内々の論理で決めてしまったら、絶対市民

は納得しないですしね。そのへんのところをどうしたらよいかと

いうことを審議会の中で委員が議論を戦わせて、知恵を出して、

そしてこれが次の４年につながっていく訳でして、そういう考え

方で、一件落着という訳ではなくて、これは連続する、最終目標

は自治基本条例の求めているものを実現する訳ですけど、その過

程の中に今あって、それが終われば、また次の４年が始まるんだ

ということで、取り組まなければいけないと思うんですがね。

ちょっと私の意見ともなんとも言えませんけど。 

 

はい、ありがとうございます。その他いかがでしょうか。私も

会長ということで申し上げるのは何なんですが、Ａさんのおっ

しゃっていること、そのとおりだと思うんですよね。その意味で

この検証が、非常に重要となるわけです。そういう意味で、短期

間でやるという意気込みで、どんどん御意見をいただきたいと思

うわけです。 
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スケジュールはまだね。 

 

今は、経緯と基本条例についてです。 

 

今まで、つくる会や参画条例等について、提言書を出してきた、

原案を出してきたものの責任としてですね、実は今出てきている

条例は、つくる会が作ったものと基本的には一緒なんですけど、

一部違うんですよね。つくる会の素案と現在の出来たものの違い

を明らかにしながら皆さんに知らせていくことも義務があると思

うんです。例えば、住民参画は、計画の段階からきちんと参画し

なさいよということになっていたが、ここでは「参画するものと

する。」とさらっとしなさいよと言っている。だから、深く読ま

ないと、計画の段階から参画しなくていいのかな、どっかで参画

すればいいのかなと、実際の行政の検証に携わったらいいなと

思っております。 

それから、自分で気がつかなかったことで、用語の解説なんか

が、今になってみると、いい加減にやっちゃっているね。自治基

本条例では、厳密に市ということを使っていないんだよね。だか

ら、行政とか議会とか区別している。市と言うと曖昧だが、参画

条例を見ると、市の情報はとかになっていて、やはり用語の使い

方が曖昧になっているなと。市とは何かということになると、とっ

てもたいへんだよね。今使っている市は、行政ということなんだ

ろうけど、そういう言葉の使い方もきちんとしていかなければな

らないなと感じました。ということは、もしかすると自治基本条

例に基づく、条例の言葉の使い方の整理をしていないなと思いま

す。自治基本条例は、市民、行政、議会ときちんと分けているが、

そういったこともきちんと見ていかなければと思います。 

 

つくる会の時は、市民とは、という議論もしました。そんなこ

とも含めてきちんと整理しておく必要があるかなと思います。過

去にさかのぼってお話しますと、市民ということで解説がついて

いましたよね。市民とはということを定義付けてくれましたけど。

それをもう一回振り返るということになるかと思いますけどね。
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それ以外の御意見はいかがでしょうか。今回自治基本条例に初め

て接する人でも結構ですよ。 

 

今回初めてなんで、結構、文書なんで、Ｂさんのおっしゃった

とおり、用語の説明を見直さなければならないでしょうし、子ど

もに読んでも分からなかったり、親が説明できなかったりとか大

丈夫かということもあるので、小学生や園児にもわかるようにし

ていったらいいなと。もっとマンガチックなものがあってもいい

のかなと思う。 

 

ありがとうございました。実はね、Ｉさん、こういうのがある

のです。これは、「参画と協働のまちづくりに向けて」という題

で、自治基本条例を解説したものです。これは、そうとうマンガ

チックに、市民に分かるようにしている。これをどんどん市民の

方にお渡しして、読んでいただくというのがいいのかな。読んで

みてください。 

 

今回、委員を受けるに当たって情報をと思い、白岡市のホーム

ページで見つけました。 

これはすごく、分かりやすく書いてあっていいんじゃないかと

思う。しかし、知らない人が多いので、もうちょっとアナウンス

が必要ではないかと思いました。 

 

たいへん貴重な御意見ですね。私も携わってきましたけど、本

当に隅々まで御理解いただいているかというと、大きなクエス

チョンマークが出来てしまう。実は過去にＢさんと議論したとき

に、自治基本条例の冊子を市役所にいただきにいったら、もう印

刷したものがありませんと言われて怒っていたということがあり

ました。全くそのとおりで、こういったものをたくさん作ってど

んどん興味のある方に渡るように考えてもらいたいと思います。

Ｉさんの御意見からちょっと進めてみました。どうでしょうか。

他に御意見ございますか。 
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この審議会で審議する内容については、条例の中でも定めてあ

るんですけど、検証なんかを始めると、それだけで手一杯になっ

てしまって、なかなか本来のこの審議会で取り上げるべきテーマ

の、参画と協働のまちづくりと、その推進に関することとか、市

民活動の情報収集、発信に関する場所だとか、こういった大きな

テーマに関しては、議題としにくいところがある。 

これは、事務局で用意したものを審議会で審議するだけでな

く、最優先の事項はありますが、こういったことも一定時間を割

いて話し合ってみるとか、なんか今までの審議会を見ていると、

事務局で用意したものを、ばーっとやるのは違うと思いますので

ね。決めるとか決めないでなく、やっぱり本来のこういう問題が

あるのだということを、具体的な対案みたいなものを出せる雰囲

気があればいいと思っています。日程的には、非常に忙しいと思

います。でもね、本来の審議会の目的がそこにあると思います。

事務局の御協力は、お願いしなければならないと思います。併せ

て会長にもお願いします。 

 

これは、参画条例を議論しているときに、Ａさんも出席してい

ただきましたが、その中で話が出ております。市民がいつでも集

まれて、議論できる場所がほしいと。資料１０を見ていただくと、

今の質問の一部の答えになっていると思う。市民活動掲示板とい

うのが出来ているようです。実は、これは市がやっていることで

はないですが、郵便局にもあります。市民団体が活動している様

子をＰＲする。そういう掲示板があります。そういったことで、

あちらこちらにあれば、設置できれば、初期の目的が達せられる

のではないかと思います。ちょっと脇道にそれましたけど、次回

議論しましょう。 

 

スケジュールの提案をしたい。審議会の進め方について。 

 

それでは、次のスケジュールの説明の後でお願いします。自治

基本条例は、御存じのとおり、２７回の会議と１８回の作業部会

ということで、そうとう持ってきました。自治基本条例とは、白
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岡の基本的な取り決めの部分。国法でいうと憲法と同じつくりが

できています。しかしながら、時間が経過することで市民の方の

考え方も変わってきますよね。そんなことからも自治基本条例に

ついての御意見を言ってほしい。質問でも結構ですが、いかがで

すか。それでは次に進めます。 

 

⑷ 今後のスケジュールについて 

続いて⑷の今後のスケジュールについて、事務局の説明をお願

いします。 

 

資料１１について、内田主査から説明がなされた。 

 

はい。それではスケジュールについて。どうぞ。 

 

御提案がございます。このまま行くと、審議会が検証の対象と

なってしまうと思いますので、やっぱり審議会も自治基本条例に

基づいて、審議会への住民参画をきちっと保証して、計画作りの

段階から住民参画を保証するという、スタイルにどうしてもした

いのですよ。途中でも住民が参加して、お互いに検証し合うとい

うものにしたい。そういう場所を作りたいのですよ。審議会その

ものが住民不在のところで、我々が住民の代表とかいう、そんな

大げさなことをするのではなくて、私たちが住民の意見を聞きな

がら取りまとめていくという、私たち自身の審議会もその手本と

なるようなものとしたい。自治基本条例や参画条例に基づいてそ

うしたいというのが、第１点です。 

そのためには、今のスケジュールでは、住民に意見を聞いたり、

討論をしたりする機会がないのですよ。それやると間に合わない

と思いますので、そのままやっちゃうとかえってたいへんなので、

ぜひ入れてほしい。フォーラムと住民が実際に参加する手法を。

その提案なんですが、一つは、行政は行政として内部検証をきちっ

とする。議会も自治基本条例に基づいて、どうだったのかという

内部検証をする。住民は住民でパブコメや広報を使って意見を挙

げてもらうと。そういう手続をぜひ会長名で、市長と議長に申し
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入れしてほしい。市は、広報やホームページを使って住民に呼び

掛けてほしい。住民自身がどう検証するための意見を出していた

だく。これを同時に並行しながら進めることを提案したい。ぜひ

内山会長名で、議長、市長、市民に向けてお呼びかけいただいて、

それをホームページや広報に掲載いただいて、１か月後にはそう

やって、２か月後にはそれが集約できる状況で、時間がありませ

んから出来る範囲で、ぜひ行政に出来る範囲内でやってほしい。

そうしないと、この審議会で全て決めてしまうと、参画と協働の

モデルとなるべき審議会がモデルにならないのは避けたい。あま

りモデルにならないことは私は避けたい。 

 

今の御意見は、基本条例の第１０章の検証、この項目のままで

いいのかどうかということだと思います。あるいは手続条例か何

か作る必要があるのか。これは後で議論したいと思います。 

他に御意見ございますか。先ほどスケジュールについて、Ｉ副

会長の方から金曜日は忙しいということがありましたが、何回か

金曜日という日があります。スケジュールはどうですか。 

 

時間はどうするのでしょうか。 

 

今日は４時からというとでお集まりいただきましたけど、いか

がだったでしょうか。４時じゃ中途半端だとか、もっと早くとか、

遅くといった御意見がございますでしょう。そのへんも議論して

いただきたい。事務局は何か開始時間の案はございますか。 

 

４時としたのは、皆さんに御都合を確認して、交通安全の関係

とかもございますので、早めに開催したいと伺ったところ、３時

では難しいということで、ずらして４時とさせていただきました。 

 

４時としたのは、実は私なのですが、子どもの迎えがあって、

毎日３時頃に迎えに行って４時前に帰ってくるので４時にしてい

ただいた。ただ、一人ではないので、休もうと思えば休めるので、

他の方の都合で大丈夫です。 
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それと、Ｂさんの話を聞いていると６回くらいで終わるか疑問

があったのですが。 

 

私もそう思います。 

 

内容が内容なだけに、本当にこの期間で結びが求められるの

か。事務局はどのようなイメージでまとめるつもりでいるのか御

意見をお願いします。 

 

確かにですね６回の会議で出来ることは限られていると考え

ております。もっと早く始めろという御意見ごもっともだと思い

ますが、この段階にきておりますので、９月までに答申をいただ

きたいというのが、私どもの考えでして、しかしながら、参画と

協働のまちづくりは９月でおしまいではないので、条例が出来て

からのこの間の市の取組について話をさせていただいて、それが

いかにたくさんやっていたのか、やっていないのか、今後どういっ

た方向で推進を進めていくのか、そういったものを２回、３回と

いうことで御意見をいただければと考えておりました。 

また、４回以降につきましては、自治基本条例のあり方、抽象

的で非常に分かりにくいのですが、自治基本条例については、平

成２３年に、その後に住民投票条例、参画条例と順番に制定して

きた訳でございます。実際に参画条例が制定されたのは、平成２

６年の７月という状況でございますので、大まかにはこの１年間

でどういった取組をやってきたのか、今後この取組をどう修正し

て、どういった方向に進めていくべきか、発展させるべきかとい

う点を含めまして、９月末の答申という形で提出いただければと

考えております。 

 

検証ということ言葉、内容も含めて、行政も議会も市民も消化

しきれていないと思う。今回のテーマを扱うのは、自治基本条例

に基づいて初めて扱うわけでして、どうしたらよいか考えなけれ

ばならない。しかしながら、検証はしっかりやらなければいけな

い。つじつま合わせだと意味がないわけですよ。検証は仏に魂を
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入れるのに必要なわけで、これは経験値として議会も行政も市民

もやっていかなければならないわけですよ。市の機構の中で検証

をやる組織は、ここしかないわけですよ。この審議会に全て与え

られているわけですが、はたしてそれでいいのかということもあ

りますよ。 

だから、検証委員会みたいなものを、行政、議会にも作ってい

ただきたい。あるいは、市民はこの審議会の中で検証していかな

ければならない。そういう取組が必要かもしれない。今までの経

緯の中でＢさんとの話の中でも必要ではないかという意見も出て

いますし、検証は検証委員会が必要ではないかという意見が出て

いる。市にも申し入れましたが、結果的に審議会の中で扱うこと

になったわけですが、やっぱりテーマとして重いので、検証委員

会について検討してもいいのではないかと思います。たぶん９月

までに検証したとは絶対に言えないわけでして、次につなげる形

で答申書をまとめて、次の４年間にしっかりやりましょうという

ことだと思う。例えばＢさんから話が出た議会についても立法府

として自ら検証していかなければならないし、それをわれわれ外

部で検証しなければならないと思う。行政も自ら検証して、それ

を客観的に検証するというプロセスが必要なわけでして、いろい

ろやるには時間が足りない。９月までにまとめるものは次につな

げる余韻を残した答申書という形としなければならないと思って

いる。 

 

私もそう思っている。というのは、文書には前書きというのが

あるが、この答申書には後書きが必要なのかもむしれない。 

 

答申書というものは、まとまりませんでしたというものもある

んですよね。それは避けたいですが、きれいにまとめる必要はな

いと思う。いろいろな状況があったけど、ここまでやりましたと

いう形でいいと思う。何でも結論がきれいに出ましたという答申

でなくてもいいと思う。いろいろ不十分でも、時間的な制約や、

実際に課長がおっしゃったように自治基本条例にまつわる附属条

例を作るのに時間がかかったのですよね。参画条例、投票条例と
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全部できてから４年は経っていないんだよね。だから、難しかっ

たということも分からなくはないのですよ。私も関わってきてる

ので。だから早くしろよとも言ってきたんだけど。今回は不十分

でも次はきちっとやるという答申もあるのかなと思っています。

私の考え方とすればですね。 

 

最初から出来ないというのはどうかと思う。会議を重ねて出来

ないのであれば仕方がないが、初めて参加させていただいて、す

ごくさみしい感じがします。 

 

ごもっともです。それほど幅広い検証が必要だということだと

思います。スケジュールについてどうですか。 

 

会議の時間ですが、いろいろな会議に出席しなければならない

し、仕事もあります。参加することはありがたいことですし、希

望としては、３時から５時とかが希望です。もしくは営業後の８

時以降とかがありがたいです。若い人を増やすには、柔軟な会議

の運営も必要だと思います。 

 

ありがとうございます。事務局は、全員の意見を伺って多くの

方が良いという日時を決めていただければと思います。 

 

行政の内部検証は、やるのかやらないのか。議会の申し入れは

するのか。 

 

それは、第１０章の検証をどうするかだと思います。ですから

今回は間に合わないと思います。 

 

私は、そうとは思わない。行政は何をやったのか１条ごとに検

証する方がたいへんだと思う。逆に内部検証の方が早いと思う。

そうしないと時間が間に合わないと思う。議会からも報告いただ

いて、ここで検証する方が早いと思うので提案したのですが。も

し出来ないのなら逐条ごとに検証しなければならないでしょう。
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内山会長 

 

 

事務局（河野課

長） 

 

 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

１条ごとにやりますか。どうしますか。建前から言うと条例の参

画条例から投票条例も含めて、逐条ごとに前文から適切かやらな

ければならないと思いますよ。１条ごとに検証をやりますか。 

 

今のことは、２回目、３回目でイメージができると思います。

事務局どうですか。 

 

２回目は、平成２６年に参画条例が出来てからの市の取組をま

とめて出そうと思っていたのですが、今の話を聞いて、行政の条

文が非常に多い。その部分については、市役所でやればいいので

やります。議会の部分はあまりないが、市民の部分は、なかなか

どういう形で取り組むのか時間がかかるのではないかと思う。 

 

先ほど私が提案したのは、こういう視点で検証してくださいと

いうパブコメみたいな形で募集して意見がでてくればいいので

あって、検証しやすい視点をつくってやればいいので難しくない

ですよ。議会は簡単ではないですよ。例えば議案提案、議員とし

ての政策立案を含めて、どれくらいあったのか、なぜ出来なかっ

たのかという問題を含めて結構あるのですよ。議会の改革みたい

なこと、夜間開催とか、議会はたいへんですよ。議員がどういう

ふうに検証するかは分かりませんけど、議長に申し入れて、内部

検証してもらうのがいいと思いますよ。やらないとここで、１条

ずつやらなければならないので、分からないことがあると担当に

来ていただいてやらないとならないと思いますよ。 

 

要は、不完全なものだが、形にして出さなければならないと

思っている。そうは簡単だとは思わないが、何しろ自らやらなけ

ればならないと思っている。議会も自治基本条例に基づいて内容

から検証してもらい、それをこの審議会で検証して一つにまとめ

ると１番の難題は市民自らどうするかということになるのです

が。Ｂさんがいうことは、時間的にまとめられるかということが

ありますよね。どうするか委員さんの御意見を伺わなければなら

ないが。 
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Ｂ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｊ委員 

 

 

 

これ検証するのでしょ。条例の検証を逐条ごとにするわけです

よね。違います。行政の検証をするわけではありませんから。で

も、それは行政が、この条例に基づいて何をしたか、どういう風

に進めようとしたかで、この条例が適切だったかということで

しょ。 

我々は、行政の検証をする審議会ではございません。要は自治

基本条例が適切かどうか。今まで自治基本条例に基づいてやって

きて、本当に違反が無かったのかどうか、ということを検証しよ

うということなんですよ。行政全般を検証しようという審議会で

はありません。自治基本条例の検証なんですよ。もし駄目なら私

はこだわりますよ。逐条ごとに検証してくださいよ。制定後の市

の取組について我々、検討するのではありません。条例が、その

市の取組やらについて、この条例が適切であったのかどうか。市

は条例に基づいてこういうことを実践してきましたとか。そうい

う検証、行政内部の問題、行政手法のことが多いので、やってほ

しいよと。そうしたら、早いじゃないですか。もし難しいのであ

れば、基本に戻って条例の検証しましょうよ。本当のことをいう

と市の取組なんて必要ないのですよ。条例の検証ですから。そこ

から行政がどうであったのか、議会がどうであったのか、市民が

どうであったのか、実行されているのか、されていないのか。そ

ういうことが検証なんですね。もし、検証しないというならしょ

うがないけど。 

今までの議論の流れをみていると、どうも条例の検証をしよう

としない。しなくていいや、時間がないからやらなくていいやと

いう風に思っているのかと思ってしまう。そうすると、時間がな

いことで、検証しないままに適切だったという報告をつくるのか、

そんな風になってしまうと、この審議会は何の意味を果たすのか、

私は疑問を感じますね。 

 

議論が白熱している中、申し訳ありませんが、この会議は、何

時に終了する予定ですか。 
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内山会長 

 

 

Ｊ委員 

 

内山会長 

 

事務局（野口部

長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内山会長 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

内山会長 

 

 

 

 

今日は、時間は設定しておりませんでした。次回からは設定し

たいと思います。 

 

次回の時間を出来れば今日お知らせいただければと思います。 

 

Ｂ委員からの御意見に対して、事務局から何かありますか。 

 

条文ごとに検証してはという御意見ですけど、そういった考え

方もあると思います。しかしながら、条例が制定されて４年を超

えない期間、例えば市民参画条例ですとか投票条例が形になった

訳でございます。正にこういった動きは、住民自治のあり方に沿っ

た動きだと思っております。 

ですから、そういった部分は評価されるべきだと思っておりま

す。自治基本条例の制定によって、市民にどんな動きがあったか

とかいう視点が必要だという思いがあります。 

まだまだ、市民に浸透していないところもあると思います。今

後、我々は周知の仕方も難しいと思っております。市民の皆さん

に押し付けてはいけませんし、市民の皆さんが自ら行動する形を

整えていかなければならないのかなと思います。正にこの審議会

で様々な議論をしていただきたいという思いでございます。 

 

今の回答で納得しました。 

 

私が検証と言っているのは、基本条例の条文にのっとって検証

をしてほしいということですから、当然条文の意味をしっかり理

解した上で、今まで４年間実行してきたことを理解してほしいと

言っている訳で、条文を離れてというわけではありません。 

 

市のイメージと委員のイメージに格差があるような感じがし

ます。それは、これから議論しましょうよ。何が違っているのか。

正に議論する、そういう会ですよ。それと次回の会議は、スター

トの時間と終わりの時間を設定できますか。次回の日程を今提示

できれば、ありがたいのですが。７月１３日は月曜日ですね。１
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出席委員一同 

 

内山会長 

 

 

Ｄ委員 

 

Ｊ委員 

 

 

Ｉ副会長 

 

 

Ｅ委員 

 

 

Ｆ委員 

 

 

 

Ｃ委員 

 

 

 

 

Ｅ委員 

 

 

内山会長 

 

 

３日でよろしいですか。 

 

はい。 

 

それでは、開始と終了の時間をあらかじめ決めたいと思いま

す。いかがですか。 

 

私は、午後からにしていただければ。 

 

午後、出来れば４時頃ならありがたいです。でも、遅れてしま

うかもしれませんが、皆さんの御都合で。 

 

青年部の会議がありますので、午後６時までに終わらせていた

だければありがたいのですが。 

 

回数が不安だという話がありましたが、増やしたらどうです

か。 

 

まだ、自分は全体を理解していませんが、Ｂさんの話を聞くと、

非常に議論することが多く、期限が決まっているので、回数を増

やす必要があるのかなと思っています。 

 

７月１３日にやってみて、その後に回数を増やすとか決めれば

いいのではないか。まだ１回もやっていないので、やってみてＢ

さんが言うようにやった方がよければ、まだ３０日までに時間が

あるので大丈夫ではないでしょうか。 

 

今日は、そういうこともありますよということで全員に了解を

取ってはどうか。 

 

次回の１３日は決めておいて、その後は会議の中で、次の会議

をどうするかを議論したいということですね。 
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Ｃ委員 

 

 

 

 

内山会長 

 

 

 

 

Ｅ委員 

 

Ｊ委員 

 

 

Ｃ委員 

 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

Ｃ委員 

 

事務局（河野課

長） 

Ｂ委員 

 

 

 

Ｅ委員 

 

ここで話し合いをすると、皆さん分かってきて、もっとやった

方がいいのか意見がでると思いますので。私も自治基本条例が出

来て、それが生きていないなと思うことがありますので、検証を

していかなければならないと思っています。 

 

今の御意見は、次の１３日を決めておいて、その会議の中で次

の会議をどうするか決めたのでよろしいでしょうか。スタート時

間と終わりの時間ですが、４時にスタートで６時に終わるという

感じでいかがでしょうか。 

 

前倒ししたら、曜日を変えたら、３時とかでも大丈夫ですか。 

 

個人のことなので、そのへんは考慮しないでいただきたいと思

います。皆さんの都合の良い日時でお願いします。 

 

副会長から６時までに帰りたいというお話があったので、その

前にやるということで、Ｊさんは遅れて出席いただくということ

でどうでしょうか。 

 

検証作業やるのに、皆さんが決定的に欠けているところがある

と思うんです。検証項目を決めなければいけないのです。並べて

共通のものを作らなければいけないのですよ。 

 

行政については、やっていただけますよね。 

 

行政については、やりますよ。 

 

議会については、会長名で議長にお願いすればいいのですよ。

市民はパブコメでやればいいのですよ。それしかない。それで検

証項目を決めて、やればいいんだよ。 

 

１３日は、役場の方でこういった検証項目とか出してほしい。

それについて、ここはもっと調べてほしいとか言いたいと思いま
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Ｂ委員 

 

 

 

事務局（河野課

長） 

 

 

 

 

 

Ｅ委員 

 

す。１３日より前倒しじゃだめですかね。 

 

出来るところまででいいので、制定後の取組についてっての

は、そういった視点で報告していただければ、我々は議論になる

わけですよ。役場の内部検証みたいな形でしていただければ、そ

れを議論できるし。議会も同じにやってくれれば、後は市民なの

で。 

 

そうすれば、先ほど、会長の言っていた規約とかは別段関係な

いわけですね。そうすれば、Ａさんが心配していた市民のところ

で、出しても帰ってこない可能性も強いですよね。そしたら今度 

私たちも、そこのところをいろいろと審議して検証しなければい

けないと思う。 

 

そうやって出てこなければ、市民の関心がいかに低いかの検証

になるし、これがどうだったのかという検証になる。 

 

だから、間に合っても合わなくても広報に載せるということで

すね。 

 

そうすれば、事実に基づいて審議会で審議できるわけですよ。

予測に基づく審議は良くないから。返ってこなければ市民に浸透

していないという検証になるわけですよ。 

 

今日、その話が出たということで、これからやるということで

す。前倒しはなかなか難しい。１３日の段階でどこまで出せるか

お約束は出来ませんが、検証項目、役所では、こういう項目で検

証しましたというのを、いくつかでも御用意して、やり方がどう

なのか。検証の内容がどうなのかを見ていただいて、それを市民

の方にどうするかという形でやっていくようにしたい。 

 

市民の方に向けて広報に早く載せるには、次回１３日にＢさん

の方で案を出してもらって聞いてもらえればいい。 
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長） 

Ｂ委員 

 

 

 

内山会長 

 

 

事務局（河野課

長） 

Ｆ委員 

 

 

内山会長 

 

 

 

 

 

私、案があります。検証項目で載せてという案はある。逆に言

うと検証の視点でどうかというのがありますよ。腹案として。で

も、私たちはもう決めちゃっていいのではないか。行政にしてほ

しいなら、してほしいと言ってしまったほうがいいのではないか。 

 

それもたたき台を見せないとね。 

 

１３日じゃ遅いのですか。今日、決めちゃわないと。 

 

遅くないですよ。できれば、その方が早いかと思ったの。どう

せ、自治基本条例制定後の市の動きとは、似たようなことをやる

のでしょう。 

 

そうですね。 

 

だから、内部検証を加工して、視点なんかも加工してくれれば、

１３日に出来るのではないかといっているのです。前倒しでなく

ていいので、そのことを提案しているんです。 

 

先ほども事務局にお聞きしましたが、Ｂさんから御質問のあっ

たことが２回目に解決できるかどうか。いかがでしょうか。 

 

その方向で考えたものを提出します。 

 

ちょっと方向が、ずれてしまったようです。１３日の会議時間

について話をしていたのに、他の話になってしまっています。 

 

それは、会長の責任です。失礼しました。１３日の開始時間で

すが、１回目で時間はほしいですが、そうはいかないでしょうか

ら、今回と同じ４時からでいかがでしょうか。終了は６時と、２

時間で。日程は厳しいですが、目標として２時間で設定したらと

思います。よろしいでしょうか。 



- 47 - 

 

Ｆ委員 

 

 

Ｉ副会長 

 

内山会長 

 

 

 

内山会長 

 

事務局（内田主
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内山会長 

 

 

 

 

 

東川副会長 

 

 

 

 

Ｉさんが帰るのであれば、５時半に終わらせないとならないの

では。 

 

６時にここを出れば大丈夫です。 

 

そういうことで、次回の日時を決定いたしました。そろそろま

とめの時間です。 

 

⑹ その他 

⑹のその他に入りたいと思います。事務局どうぞ。 

 

承諾書の提出と報酬と費用弁償の支払いの手続について説明

した。 

 

７ 閉会 

本日は７時半になろうとしております。４時から長時間に渡っ

て、初回ということで、会議の前段階で時間を取ってしまいまし

た。こんな時間になってしまって申し訳ございませんでした。次

回からは、出来るだけ時間内で消化できるようにしたいと思いま

す。本日は御協力ありがとうございました。 

 

本日は、皆様長時間にわたりありがとうございました。次回以

降、また皆様の御協力を得てスムーズによりよい会議としていき

たいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。皆様あり

がとうございました。 

 

 


